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斐伊川水系の洪水浸水想定区域図等の修正及び神戸川の 

洪水浸水想定区域図等の公表による市の対応について 

 

 このことについて、国土交通省中国地方整備局が平成２８年に公表した斐伊川水系

の洪水浸水想定区域図等の誤りについて、同局から６月１７日に、修正後の洪水浸水

想定区域図等が公表されました。また、６月２３日、県から新たに神戸川（佐田行政

センター ～ 馬木町）の洪水浸水想定区域図等が公表されました。 

これらのことを受けた本市の対応を、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１．斐伊川水系の洪水浸水想定区域図等の修正への対応 

⑴ 想定された本市への影響の評価 

① 平成３０年７月に作成・配布した防災ハザードマップの対応 

洪水浸水想定区域図の修正前後を比較したところ、本市の防災ハザードマッ

プ（想定最大規模）の縮尺（1:30,000）において、明確な差異は確認できませ

んでした。 

そのため、修正後の洪水浸水想定区域図等を市役所本庁・各行政センターで

閲覧及び市ホームページで公開し、現在配布している防災ハザードマップの修

正については、次回更新時にあわせて行うこととします。 

 

② 浸水想定の修正に伴う指定避難所への影響 

浸水想定の修正に伴う全ての指定避難所への影響を調査した結果、新たに浸

水想定区域内、または浸水想定区域外となる指定避難所はありませんでした。 

 

③ 浸水想定の修正に伴う要配慮者利用施設（福祉施設、学校、病院等）への影響 

要配慮者利用施設への影響については、該当となり得る施設のリストアップ

も含め、今後、国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所と協議の上、確認を

行います。 

その結果、新たに浸水想定区域内となる施設が確認された場合には、水防法

第 15条の３第１項に基づき避難確保計画の提出を求めていきます。 

 

⑵ 洪水浸水想定区域図面（修正前及び修正後） 

別添 資料１のとおり 
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２．神戸川の新たな洪水浸水想定区域図等の公表への対応 

⑴本市の対応 

① 平成３０年７月に作成・配布した防災ハザードマップの対応 

今夏、当該区域の「防災ハザードマップ（暫定速報版）」を作成し、佐田地域、

乙立地区、朝山地区の全戸に配布します。 

また、新たな洪水浸水想定区域図等を市役所本庁・各行政センターで閲覧及

び市ホームページで公開し、現在配布している防災ハザードマップの修正につ

いては、次回更新時にあわせて行うこととします。 

② 指定避難所・要配慮者利用施設（福祉施設、学校、病院等）への影響 

指定避難所・要配慮者利用施設への影響については、今後、県河川課と協議

の上、確認を行います。 

要配慮者利用施設については、新たに浸水想定区域内となる施設が確認され

た場合には、水防法第 15条の３第１項に基づき避難確保計画の提出を求めてい

きます。 

 

⑵ 洪水浸水想定区域図面 

別添 資料２のとおり 

 

３．「防災ハザードマップ（保存版）」の更新 

現在配布している防災ハザードマップについては、修正後の斐伊川水系洪水浸水

想定区域図、新たな神戸川洪水浸水想定区域図の反映及び災害避難のポイント、指

定避難所などの改定を行い、来年度、全地域の全戸に配布する予定です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斐伊川水系斐伊川・神戸川洪水浸水想定区域図の比較 

（想定最大規模） 
 

 

  

図郭 1 

図郭 2 

図郭 3 

資料１ 



 

 

  

凡 例 

浸水した場合に想定される水深 

（ランク別） 
 

5.0m～10.0m 未満の区域 

3.0m～5.0m 未満の区域 

1.0m～3.0m 未満の区域 

0.5m～1.0m 未満の区域 

0.3m～0.5m 未満の区域 

0.3m 未満の区域 
 

A3サイズ 1/30,000 

修正前 



 

 

  

凡 例 

浸水した場合に想定される水深 

（ランク別） 
 

5.0m～10.0m 未満の区域 

3.0m～5.0m 未満の区域 

1.0m～3.0m 未満の区域 

0.5m～1.0m 未満の区域 

0.3m～0.5m 未満の区域 

0.3m 未満の区域 
 

A3サイズ 1/30,000 

修正後 


